
 

               

 

ウクライナ避難民の受入れについて 

 

ウクライナ避難民１名を和歌山市に受け入れます。 

和歌山市は、避難民の意向を伺いながら生活支援等を行ってまいります。 

 

１ ウクライナ避難民に関する情報 

  ３０代女性 １名 

※避難民の人権尊重、個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。 
 

２ 受入れ日 

  令和４年７月２７日（水） 
 

３ 支援内容 

（１）市営住宅の提供 ：住宅使用料、敷金、共益費、光熱水費の全額免除 

〈住宅第１課 ０７３－４３５－１０９８〉 
 

（２）生活支援金の支給：１人世帯３０万円、２人世帯４０万円、３人世帯以上５０万円 

   〈国際交流課 ０７３－４３５－１０１０〉 
 

（３）通訳等の支援  ：英語又はウクライナ語による通訳の対応 

   〈国際交流課 ０７３－４３５－１０１０〉 
 

（４）総合相談窓口  ：総合防災課 ０７３－４３５－１１９９ 

 

４ 就労 

就労先の募集 ：避難民を雇用していただける市内の企業や団体を募集 

〈産業政策課 ０７３－４３５－１０４０〉 

 

５ 生活支援ボランティア 

ウクライナ避難民生活支援ボランティアへのお礼 

（日 時）  令和４年７月２８日（木）１１時２０分 

    （場 所）  市役所本庁舎４階 市長室 

    （出席者）  生活支援ボランティア     西畑
にしはた

 オリガ 様  

           和歌山市自治会連絡協議会会長 石井
い し い

 太郎
た ろ う

 様 

           和歌山市長          尾花 正啓 

 

６ その他 

国の主な支援内容 ：生活支援一時金１６万円、生活費 日額２，４００円の支給 

担 当 課 総合防災課 

担 当 者 瓜生田、吉川 

電    話 （073）435－1199 

内  線 5017 

記 者 発 表 

令和４年７月２７日 


